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公
布
さ
れ
た
規
則
の
あ
ら
ま
し 

○
佐
賀
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
五
号
） 

１ 

く
ら
し
環
境
本
部
の
地
球
温
暖
化
対
策
課
を
廃
止
し
、
同
本
部
に
環
境
課
を
置
き
、
農

林
水
産
商
工
本
部
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
振
興
課
を
廃
止
し
、
同
本
部
に
新
エ
ネ
ル
ギ

ー
課
及
び
新
産
業
・
基
礎
科
学
課
を
置
き
、
交
通
政
策
部
の
空
港
・
交
通
課
及
び
新
幹
線

活
用
・
整
備
推
進
課
を
廃
止
し
、
同
部
に
空
港
課
及
び
新
幹
線
・
地
域
交
通
課
を
置
く
こ

と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
） 

２ 

く
ら
し
環
境
本
部
に
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
を
置
き
、
同
部
に
ス
ポ
ー
ツ
課
、
文
化
課
及

び
ま
な
び
課
を
置
く
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
） 

３ 

男
女
参
画
・
県
民
協
働
課
、
循
環
型
社
会
推
進
課
、
医
務
課
、
商
工
課
、
観
光
課
、
土

地
対
策
課
及
び
法
務
課
の
分
掌
事
務
の
一
部
を
改
め
る
と
と
も
に
、
環
境
課
、
新
エ
ネ
ル

ギ
ー
課
、
新
産
業
・
基
礎
科
学
課
、
空
港
課
及
び
新
幹
線
・
地
域
交
通
課
の
分
掌
事
務
を

定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
七
条
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
一
一
条
、
第
一
二
条
及
び
第

一
三
条
関
係
） 

４ 

文
化
課
に
世
界
遺
産
登
録
推
進
室
を
、
建
築
住
宅
課
に
施
設
整
備
室
を
置
き
、
循
環
型

社
会
推
進
課
の
環
境
監
視
整
指
導
室
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
振
興
課
の
基
礎
科
学
・
新

領
域
振
興
室
及
び
空
港
・
交
通
課
の
地
域
交
通
対
策
室
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第

一
六
条
関
係
） 

５ 

図
書
館
ほ
か
五
現
地
機
関
は
く
ら
し
環
境
本
部
の
所
管
に
、
公
文
書
館
は
経
営
支
援
本

部
の
所
管
に
属
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
関
係
） 

６ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

７ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 


